
上白根中学校で加入している保険について
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授業中や課外指導中はもちろ
ん、休憩時間中、通学（登下校）
中での事故によるケガなども災
害共済給付の対象となります。
ただし、交通事故のように、他か
ら損害賠償等を受ける場合は、
その限度において給付が行わ
れません。
※目安として“窓口で”１,５００円
以上支払った場合が給付の対
象となります。

（例）野球の練習中、打ったボール
がフェンスを 越えて駐車中の車を
破損させてしまった。／体育の授業
でサッカーをしていたところ、相手の
顔面にけったボールが当たり眼鏡
を破損させた。／テニスの部活動中
にダブルスの相手とラケット同士が
ぶつかり破損させた。／職場体験
の受入先企業でコードに足を引っか
けてしまい、ノートパソコンを壊し
た。／職場体験中に園児と遊んで
いるときに足を踏んで骨折させてし
まった。／修学旅行中に土産物店
の商品にカバンが当たり落下、破損
させてしまった。

一人　４６０円 １家庭　５００円 一人　２７０円程度

学校納入金で徴収 学校納入金で徴収 ＰＴＡ会費より支払い

独立行政法人

生徒…学校管理下外の負傷が対象
で、自宅や屋外、旅行先、スポーツクラ
ブなどの場所は問いません。
対象となるのは、◎学校の教育活動が
行われている日の、学校から下校し家
に着いてから翌日学校に登校するため
に家を出るまでの時間と、◎土曜、日
曜などの休日や夏休みなどの教育活
動が行なわれていない日です。
保護者…学校・PTA が主催・共済する
活動中およびその往復途中の負傷も
対象になります。

②生徒…学校管理下外において、誤っ
他人ケガをさせたりの物壊し賠償責任
が発 生した場合。（ 24 時間）■■■■
■■■PTA （団体）…PTA活動の遂行
中に他人ケガをさせたり物壊すなどし
て、 PTA に管理責任者としての賠償
責生した場合 。また、 PTAが第三者か
ら借用したものを使用・管理中に壊した
り、盗まれ場合。

日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度

種類
横浜市安全教育振興会

①負傷見舞金等給付制度
②賠償責任保障制度

　 上白根中学校では、生徒や保護者を対象にした①「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」②「横浜市
安全教育振興会の制度」③「統合賠償責任保険」の３ つの保険に加入しております。すべて団体加入ですので、個
別の申し込みは必要ありません。しかし、それぞれの保険の適用範囲をご確認の上、何かございましたら副校長まで
ご連絡ください。

対象
者 生徒

生徒、教職員、外部の学校教育指
導協力者

統合賠償責任保険
学校賠償プラン

資料
プリント

または、検索ソフトでＨＰを
パンフレット

（年度初めに配布）
プリント

緊急に受診を要するケガや経過
観察をお願いするケガについて
は、学校から保護者にご連絡致
します。下校後に学校管理下の
ケガで受診した場合は、養護教
諭または、学級担任までご一報
ください。

学校管理下外の事故は、保護者の方
からお申し出がなければ申請すること
が出来ませんので、必ず保護者の方よ
り学級担任、副校長まで申し出くださ
い。

内容等を副校長までご連絡くださ
い。
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期間 ４月１日～翌年の４月１日 ４月１日～翌年の４月１日 ６月頃から１年間

生徒、保護者（PTA 会員）

①横浜市内の児童・生徒の学校管理
下外の事故および保護者のPTA 活動
中の事故について、賛助会員の相互
扶助の精神をもとに給付している負傷
見舞金の制度です。

②子どもたちの日常生活やPTA活動の
遂行に起因する加害事故を補償する
制度です。

授業中や課外指導中はもちろ
ん、休憩時間中、通学（登下校）
中での事故によるケガなども災
害共済給付の対象となります。
ただし、交通事故のように、他か
ら損害賠償等を受ける場合は、
その限度において給付が行わ
れません。

学校管理下中（教育活動、部活動、
校外学習等）に生徒が、他の生徒
または第三者に損害を与えた場合
に保険金をお支払いする制度で
す。
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